
























平成２３年９月８日
台風第１２号に伴う警察措置について 警 察 本 部

１ 災害警備本部の設置
県内に大雨警報が発表された９月１日午後９時９分、県警察本部では、本部長

指揮の下 「三重県警察災害警備本部」を設置するとともに、全１８警察署におい、
、 、 「 」 、 、ては 警報発表に応じ 順次 警察署災害警備本部 を設置し 被害情報の収集

救助活動等の災害応急活動を実施した。
２ 警備部隊（機動隊）の派遣

９月３日深夜から翌４日未明にかけて、相野谷川（紀宝町 、井戸川（熊野市））
が氾濫し、孤立した住民からの救助要請が相次いだため、部署待機させていた機
動隊員（２５人）にゴムボート等装備資機材を帯同させ段階的に派遣し、夜を徹
して消防とともに救助活動を実施した。

３ 主な災害応急活動等
(1) 相野谷川氾濫に伴う救助活動（南牟婁郡紀宝町）

【9/4 午前2時20分から活動開始】→ 紀宝署、機動隊により、約５０人を救助
(2) 井戸川氾濫に伴う救助活動（熊野市）

→ 熊野署、機動隊により、約６０人を救助
【9/4 午前3時15分 紀宝署から転進し活動開始】

(3) 警察用航空機による情報収集
→ 県災害対策本部員会議(9/5)及び熊野警察署災害警備本部に映像を配信(9/6)

(4) 被災地区のパトロール
→ 本部地域課自動車警ら隊及び機動隊を投入し、紀宝署及び熊野署と連携
して両署管内で空き家となった地域の夜間パトロールを実施

４ 今後の活動予定
(1) 捜索活動

浅里地区の行方不明者の捜索に当たるとともに、各戸訪問による安否確認、
パトロールを実施

(2) 警察用航空機による情報収集
ヘリテレ映像の活用

(3) 警護警備
、 。 、 、９月６日午後 防災担当大臣の来県に伴い警護警備を実施 また ９日には

、 。内閣総理大臣の来県が予定されており 所要の警護体制で臨むこととしている

熊野市有馬町で救助に当たる機動隊( )9/4

紀宝町高岡地区を捜索する機動隊( )9/7

紀宝町大里地区で活動する機動隊（ )9/5

被災地を視察する警察本部長( )9/7


